
清 掃 工 場 ＴＥＬ ２４－０９５９

生活環境課 ＴＥＬ ２３－８１２２

分別方法は『令和７年度改訂 ごみ分別 虎の巻』をご覧ください

燃 や す ご み プラスチック製容器包装 紙　　　類

週　1　回 週　1　回 週　1　回 指定袋使用 週 2 回

朝８：３０までに出してください

燃やさないごみ リサイクル品 粗　大　ご　み

月　1　回 指定袋使用 月　1　回 コンテナ・網袋

朝８：３０までに出してください

生　　ご　　み

指定袋使用 指定袋使用 生ごみバケツ

朝８：３０までに出してください 朝８：３０までに出してください 朝８：３０までに出してください

虎の巻 P.6参照 虎の巻 P.5参照 虎の巻 P.7参照 虎の巻 P.8参照

処理困難ごみ

清掃工場へ直接搬入 取扱業者に依頼してください

 月～金・日曜日(土曜日と祝祭日は除く)

午前　　８：３０～１２：００

地区で決められた時間に出してください 午後　　１：００～　４：３０

虎の巻 P.9参照 虎の巻 P.10～ P.１１参照 虎の巻 P.9参照 虎の巻 P.13～14参照

分別の種類は『令和７年度改訂 ごみ分別 虎の巻』の１５ページ以降の｢ごみ分別まめ辞典｣をご活用ください。

祝日の収集日程については別紙の日程表をご覧ください。

ごみの分類一覧表

収集曜日 　　火　曜日 収集曜日 　　水　曜日 収集曜日 　　金　曜日 収集曜日 火・金　曜日

収集曜日 　第 2 火　曜日 各地区によって日程が決まっています 市では収集いたしません
清掃工場への搬入も

できません

　剪定枝を集積場に出す場合は、虎の
巻６ページの記載とおりに束ねて出し
てください。剪定枝を多量に出す場合
は、束ねずにそのまま清掃工場へ直接
搬入してください。
　※枝の太さは直径5センチ以内に限
ります。

　取り草・生花・落ち葉を多量に出す場
合は、指定袋に入れて集積場の生ごみ用
バケツの横に置いてください。土や小石
等は取り除いて出してください。
※指定袋に入れた取り草・落ち葉は、
「火・金曜日」に出せますが、収集は火
曜日に行います。

　収集日程について
 別紙の収集日程表をご確認ください。
（日程表は、年度ごとに変わりますの
でご注意ください。）

　収集日程について
 別紙の収集日程表をご確認ください。
（日程表は、年度ごとに変わりますの
でご注意ください。）

　搬入方法については、虎の巻４ページ
をご覧ください。

　ごみの種類によって引き取り業者が異
なります。


